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第１回防府市水産総合交流施設指定候補者選定委員会議事録（要旨） 
 

○日時場所  令和７年７月２８日（月）午後２時から午後３時まで 

  防府市役所本館２階共用会議室２Ａ～Ｃ 

 

○出席委員  ６人 

・防府市水産総合交流施設指定候補者選定委員会設置要綱第３条では、７名を充てる

こととなっているが、第３号の山口県漁業協同組合については、協議事項に利害関

係のあることから、同要綱第４条に該当し、議事に参与することができない。その

ため６名で開催した。 

・委員総数７人中６人が出席し、過半数に達しているため委員会は成立。 

○委員長及び副委員長の選任 

・委員長に中司委員を選任、副委員長に吉武委員が指名された。 

・会議は、公開で行われることにより、公正かつ円滑な審議に支障が生じる恐れがあ

ることから、非公開で開催。 

○協議事項 

（１）指定管理者制度について 

（２）募集要項・基準価格表・仕様書について 

（３）審査基準について 

○決定事項 

（１）選定方法の決定 

    ・水産総合交流施設の設置目的を達成するには漁業者の代表であり、漁村の代表

となり得る山口県漁協との連携が不可欠である。山口県漁協は、事業を通して

漁業者の経営の安定化に努めているほか、行政と連携し水産振興にも取り組ん

でいる。また、現在の本件指定管理についても順調に運営している。 

 以上のことから、山口県漁協が現在最も本件指定管理に適していると考えら

れるので、防府市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第５条第

４号に該当し、非公募とする。 

（２）募集要項、仕様書の決定 

（３）審査基準の決定（評価項目・最低評価点数等） 
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○議  事 

（１）指定管理者制度について 

・事務局から資料１及び当日配付資料により説明。 

（２）募集要項・基準価格表・仕様書について 

  ・事務局から資料２～４により説明。 

【決定内容】 

・提案どおり承認。ただし、募集要項（公募）は申請要項（非公募）となり、当

該変更に伴う所要の修正を実施。 

（３）審査基準について 

・事務局から資料５により説明。なお、申請要項（非公募）となったことで変更

が必要となった事柄等については、所要の修正を実施。 

【質疑内容】 

・仕様書の「８管理運営の内容（２）」は２１項目ある中で、審査票のＮｏ.２は

８項目となっているが、事業計画に関してはこれら８項目を重点的に見るとい

うことか。 

＞ ご認識のとおり。 

【決定内容】 

 ・提案どおり承認。 

○そ の 他  

・第２回選定委員会は、１０月下旬に開催予定。 


